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ほくでん光 ハイスピードプラン・ほくでん光 スタンダードプラン  セキュリティサービスに関する利用規約 

 

北海道電力株式会社 

 

第１章 総則  

第１条（規約の適用）    

１．北海道電力株式会社（以下「当社」といいます。）は、このほくでん光 ハイスピードプラン・ほく

でん光 スタンダードプラン セキュリティサービスに関する利用規約（以下「本規約」といいます。）

を定め、これにより「ほくでん光 ハイスピードプラン・ほくでん光 スタンダードプラン セキュリ

ティサービス」（以下「本サービス」といいます。）を提供いたします。 

２．本サービスについて、本規約に定めのない事項は、本規約に別途定める場合を除き、当社が別途定

める「ほくでん光 ハイスピードプラン・ほくでん光 スタンダードプラン契約約款」（以下「ほくで

ん光約款」といいます。）が適用または準用され、本規約とほくでん光約款とが抵触する場合は、本

サービスに関する限り、本規約が優先して適用されます。 

 

第２条（規約の変更） 

１．当社は、民法第 548条の４の規定により、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後

の内容相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合は、本規約を変更する

ことがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。 

２．当社は、前項の変更を行なう場合は、本規約を変更する旨および変更後の規約の内容ならびに効力

発生時期を、当社から本サービスの提供を受けるための契約（以下「本契約」といいます。）を締結

している者（以下「契約者」といいます。）に対し、インターネット上の当社所定のウェブサイトへ

の掲載その他の適切な方法で周知いたします。 

３．当社は、業務上必要な場合は、本規約の特約を定めることがあります。この場合、契約者は、本規

約とともに特約も遵守していただきます。 

 

第３条（用語の定義） 

本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用いたします。  

用語 用語の意味 

（１）契約者設備 本サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機

器およびソフトウェア 

（２）本サービス用設備 当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他

の機器およびソフトウェア 

（３）本サービス用設備

等 

① 本サービス用設備 

② 本サービスを提供するために必要なその他の電気通信設備（当社が登録電

気通信事業者等の電気通信事業者より借り受ける電気通信回線を含みま

す。）その他の機器およびソフトウェア 
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（４）消費税相当額  消費税法（昭和63年法律第108号）および同法に関する法令の規定にもとづき

課税される消費税の額ならびに地方税法（昭和25年法律第226号）および同法

に関する法令の規定にもとづき課税される地方消費税の額 

（５）キーコード 本サービスを利用するにあたり、契約者その他の者を識別するために用いら

れる符号 

（６）対象デバイス 本サービスが適用される、契約者のデバイス 

 

第４条（本サービスの提供範囲） 

本サービスの提供範囲は、別紙に定めるところによります。 

 

第５条（本サービスの変更または廃止） 

当社は、当社の都合により、本サービスの変更または廃止をすることがあります。本サービスを変

更または廃止する場合には、書面、その他の方法をもって契約者にそのことを周知いたします。 

 

第２章 契約 

第６条（契約申込の方法） 

本契約の申込みをする場合は、本規約を遵守することを承諾のうえ、当社所定の様式によって申込

みをしていただきます。ただし、軽易な内容のものについては、電磁的方法、口頭、電話等による

申込みを受け付けることがあります。 

 

第７条（契約申込の承諾） 

１．当社は、本契約の申込みがあった場合は、受け付けた順序に従って承諾いたします。 

２．当社は、前項にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。この場合は

その理由を通知いたします。 

（１）本サービスを提供することが技術上著しく困難な場合 

（２）ほくでん光約款にもとづく「「ほくでん光 ハイスピードプラン」または「ほくでん光 スタン

ダードプラン」の東日本電信電話株式会社（以下「NTT東日本」といいます。）から提供を受

ける「卸電気通信役務」を利用して提供する、光電気通信網を用いた FTTHアクセス回線提供

サービスおよびインターネット接続サービス（附帯するサービスを含みます。）（以下「本イ

ンターネットサービス」といいます。）の提供が困難な場合 

（３）本契約の申込者が本サービスの料金または当社との他の契約にもとづく債務の支払いを現に

怠り、または怠るおそれがある場合 

（４）当社の業務の遂行上著しい支障がある場合 

（５）本契約の申込者が未成年である場合 

（６）その他当社が不適当と判断した場合 

 

第８条（契約の成立等） 

１．本契約は、当社が申込みを承諾することにより成立いたします。 

２．本サービスの開始日は、次のとおりといたします。 
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（１）本インターネットサービスおよび本サービスの提供について同時に申込みがあった場合は、

本インターネットサービスの提供開始日を、本サービスの開始日といたします。 

（２）本インターネットサービスの提供開始以降、本サービスの提供について申込みがあった場合

は、本サービスの提供開始日を、本サービスの開始日といたします。 

３．契約期間は、次によります。 

（１）契約期間は、本契約が成立した日から、その日が属する月の末日までといたします。 

（２）契約期間満了に先だって契約者または当社から別段の意思表示がない場合は、本契約は、契

約期間満了後も１月ごとに同一条件で継続されるものといたします。 

 

第９条（契約者の登録情報等の変更） 

１．契約者が、住所、電話番号等の変更を希望される場合は、第６条（契約申込の方法）に準じて申込

みをしていただきます。 

２．当社は、前項の申込みがあった場合は、第７条（契約申込の承諾）に準じて取り扱います。 

 

第 10条（契約者が行なう本契約の解除） 

１．契約者が本契約を解除しようとする場合は、当社に通知していただきます。 

２．前項に定める解除にもとづく本契約の終了日は、解除手続きが完了した日といたします。 

 

第 11条（当社が行なう本契約の解除） 

１．当社は、次の場合には、本契約を解除することがあります。 

（１）料金その他の債務または当社との他の契約にもとづく債務について、支払期日を経過しても

なお支払わない場合（支払期日を経過した後支払われた場合であって、当社がその支払の事

実を確認できないときを含みます。） 

（２）契約者の手形または小切手の不渡りが発生した場合 

（３）契約者に仮差押、差押、競売、破産、仮処分その他の強制執行の申し立てがされた場合 

（４）契約成立後、本サービスの提供が業務上または技術上著しく困難なことが判明した場合 

（５）第５条（本サービスの変更または廃止）にもとづき、当社が、本サービスを廃止する場合 

（６）契約者が第16条（禁止行為）第１項各号のいずれかに該当する場合 

（７）その他、当社の業務遂行に著しい支障を及ぼすと当社が認めた場合 

２．当社は、前項により、本契約を解除しようとする場合は、あらかじめ契約者に通知いたします。 

３．当社は、明らかに本サービスを利用していない場合で、かつ、契約者へ連絡が取れないときは、本

契約を解除することがあります。 

４．第１項または第３項に定める解除にもとづく本契約の終了日は、解除手続きが完了した日といたし

ます。 

 

第３章 利用中止 

第 12条（利用中止） 

１．当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。 

（１）当社の本サービス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合  

（２）当社が本インターネットサービスの利用を中止した場合 
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２．当社は、前項により本サービスの利用を中止する場合は、あらかじめそのことを契約者へ通知また

はインターネット上の当社所定のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で周知いたします。た

だし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 

 

第４章 契約者の義務等  

第 13条（キーコード）  

１．契約者は、キーコードを第三者（以下「他者」といい、国内外を問わないものといたします。）に貸

与、譲渡、または共有しないでいただきます。 

２．契約者は、契約者のキーコードにより本サービスが利用された場合（機器またはネットワークの接

続または設定により、契約者自身が関与しなくともキーコードの自動認証がなされ、他者による利

用が可能となっている場合を含みます。）には、当該利用行為が契約者自身の行為であるか否かを

問わず、契約者自身の利用とみなされることに承諾していただきます。 

３．契約者は、自己のキーコード等の管理について一切の責任を負うものといたします。なお、当社は、

当該契約者のキーコードが他者に利用されたことによって当該契約者が被る損害については、当社

の故意または重大な過失に起因する場合を除き、責任を負いません。  

 

第 14条（自己責任の原則） 

１．契約者は、契約者による本サービスの利用とその利用によりなされた行為とその結果について責任

を負っていただきます。 

２．契約者は、本サービスの利用に伴い他者に対して損害を与えた場合、または他者からクレームが通

知された場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとし、当社の故意または重大な過失

に起因する場合を除き、当社に対し、責任を負担させないものといたします。契約者が本サービス

の利用にともない、他者から損害を受けた場合または他者に対しクレームを通知する場合において

も同様といたします。 

３．契約者は、他者の行為に対する要望、疑問またはクレームがある場合は、当該他者に対し、直接そ

の旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決していただき

ます。 

４．当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠

償を請求することができるものとし、契約者は 当社の請求にもとづき、直ちに当該損害を賠償し

ていただきます。  

 

第 15条（設備の設置・維持管理）  

１．契約者は、本サービスを利用するにあたっては、本規約にて当社が行なうものと定めている場合を

除き、自らの費用と責任により契約者設備を設置し、本サービスの利用が可能な状態を維持管理し

ていただきます。 

２．当社は、契約者が前項に定める設置および維持管理を行なわない場合、本サービスの提供義務を負

いません。 

 

第 16条（禁止行為） 

１．契約者は、本サービスの利用にあたり、次の行為を行なわないでいただきます。 
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（１）他者になりすまして本サービスを利用する行為 

（２）他者の設備等または本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与

えるおそれのある行為 

（３）その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為 

２．契約者が前項で定める禁止行為に該当する行為を行なっていると当社で判断した場合、当社は、契

約者の違反行為に対しての苦情対応に要した稼働等の費用、および当社が契約者の違反行為により

被る損害費用等を契約者に請求することがあります。 

 

第 17条（著作権等） 

１．本サービスにおいて当社が契約者に提供する各種ソフトウェアおよび取扱マニュアルに関する著作

権および特許権、商標権ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、ウェブルート株式会社に帰属

するものといたします。 

２．契約者は、前項の提供物を次のとおり取り扱っていただきます。  

（１）本サービスの利用目的以外に使用しないこと 

（２）複製・改変・編集等を行なわず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆

アセンブルを行わないこと 

 

第５章 料金 

第 18条（本サービスの利用料金）  

本サービスの利用料金は、別紙に定めるところによります。 

 

第 19条（利用料金の支払義務）  

１．契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本契約の解除があった日の属する

月の末日までの期間について、別紙に定める利用料金を支払っていただきます。 

２．第 12条（利用中止）により、本サービス利用の中止があった場合でも、契約者は、その期間中の利

用料金を支払っていただきます。 

３．本サービスの利用料金の日割りは行なわないものといたします。 

  なお、利用料金は、本サービスの提供を開始した日より発生するものといたします。 

 

第 20条（利用料金の支払い）  

１．契約者は、本サービスの利用料金について、当社が定める支払期日までに、当社が指定する金融機

関等を通じて支払っていただきます。 

２．契約者は、本サービスの利用料金について、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきま

す。 

３．当社に特別の事情がある場合、契約者は、２月分以上の料金を、当社が定める支払期日までに、ま

とめて支払っていただくことがあります。 

 

第 21条（料金その他の債務の存続） 

当社が契約者に対して有する、本規約により支払いを要することとなった料金その他の債務は、本

契約が終了した場合でも消滅いたしません。 
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第６章 損害賠償等 

第 22条（損害賠償の制限） 

本サービスに関連して発生した契約者の損害について、当社が賠償責任を負う場合の賠償の範囲は、

本サービスの利用料金の１月分を上限といたします。ただし、当社の故意または重大な過失に起因

する場合は、この限りではありません。 

 

第７章 契約者情報の通知 

第 23条（契約者の氏名等の通知） 

契約者は、本サービスの提供に不可欠な提携事業者から請求があった場合、当社がその契約者の氏

名および住所等を、その提携事業者に通知することについて、あらかじめ承諾していただきます。 

 

第８章 雑則 

第 24条（当社の設備維持基準） 

当社は、本サービスを正常な状態に維持するよう善良なる管理者の注意義務をもって当社の設備を

維持いたします。 

 

第 25条（本サービス用設備等の障害等） 

１．当社は、本サービスの提供または利用について障害があることを知った場合は、可能な限りすみや

かに契約者にその旨を通知するものといたします。 

２．当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知った場合は、すみやかに本サー

ビス用設備を修理または復旧いたします。 

３．当社は、本サービス用設備等の設置、維持および運用に係る作業の全部または一部（修理または復

旧を含みます。）を当社の指定する第三者に委託する場合があります。 

 

第 26条（契約者情報の保護） 

１．当社は、本契約に関連し、知り得た契約者の情報（以下「お客さま情報」といいます。）を、当社が

別に定め公表する「個人情報保護方針」に記載された利用目的のほか契約者に同意を得た範囲内で

のみ利用いたします。 

２．当社は、お客さま情報を、当社が別に定め公表する「個人情報保護方針」にもとづく安全管理措置

を講じて保護いたします。 

３．当社は、お客さま情報を、本規約に明示された場合または法律開示が認められる場合（正当防衛、

緊急避難等を含みます。）を除き、第三者に開示、提供いたしません。 

 

第 27条（管轄裁判所） 

本サービスに関連して、契約者と当社との間で紛争が生じた場合は、札幌簡易裁判所または札幌地

方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。 

 

第 28条（準拠法） 

本契約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本国法を準拠法といたします。 
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附則 

本規約は、2024年 7月 16日より実施いたします。 

本規約は、予告なく内容を変更する場合があります。 
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別紙  本サービスの詳細 

１．本サービスの内容 

（１）「ほくでん光 ハイスピードプラン・ほくでん光 スタンダードプラン セキュリティサービス」

とは、対象デバイスに対してインストールされることで、インターネットセキュリティによ

り対象デバイスを保護するサービスです。  

（２）本サービスの内容は、予告なく変更することがあります。 

（３）当社は、ウェブルート株式会社より「SecureAnywhere アンチウイルス」の販売に関する許諾

をうけたうえで、ほくでん光 ハイスピードプラン・ほくでん光 スタンダードプラン セキュ

リティサービスを運営しています。 

（４）本サービスの利用に際しては、ウェブルート株式会社の定める「Webroot Secure Anywhere

ソリューション契約書」（http://ja-detail.webrootanywhere.com/eula.asp ）に別途同意い

ただく必要があります。 

 

２．本サービスの利用方法 

（１）本サービスをご利用の際には、対象デバイスへのソフトウェアのインストールが必要です。

ソフトウェアのインストールについては、ウェブルート株式会社へご確認ください。 

なお、ソフトウェアのインストールが可能なデバイスは、契約者が利用するパソコン

（Windows または Mac）、スマートフォンおよびタブレット（Android または iOS）のいずれ

か 3台に限定されます。 

（２）本サービスの内容・設定等のご利用に関するご相談は、ウェブルート株式会社へご連絡くだ

さい。 

【連 絡 先】 WEBROOT専用ダイヤル 

【T E L】 0120-633-601  

【受付時間】 10:00～19:00（年末年始を除く） 

（３）本サービスの料金や解約等の一般的なご相談は、当社サポートセンターへご連絡ください。 

【連 絡 先】 ほくでん光サポートセンター 

【T E L】 0570-031-300 

【受付時間】 10:00～20:00（年末年始を除く） 

（４）上記お問い合わせの際に、ご依頼者が契約者本人であることの証明をお願いする場合があり

ます。  

 

３．利用料金等 

（１）利用料金（月額） 

550円（税込） 

（２）契約解除料 

契約解除時の契約解除料は発生いたしません。 

 

４．本サービスの提供にあたって取得する情報 

（１）契約者は、当社が本サービスの提供にあたり、コンピュータ端末、通信機器等に関する以下

の情報を取得する場合があることについて、あらかじめ承諾していただきます。 
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＜取得する情報の例＞ 

オペレーション・システムの種類およびバージョン、マシン名（名称、型番、シリアル番

号等）、対象デバイスの潜在的なリスク、対象デバイスの IP アドレスおよびおおよその

地理的位置、その他本サービス提供に必要とされる情報等 

（２）当社は、契約者から取得した(1)の情報については、第 23条（契約者情報の保護）に準じて

取り扱います。 
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